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2010 年 4月 XX日 

ODA 見直しに関する提言 

 

１． 「コンクリートから人へ」：予算配分を大規模インフラから人間の安全保障分野へ 

【認識】 

・ 現在までのODAは、結果的に、日本の高度経済成長モデルを東アジア地域に輸出した。

現在、その成長モデルを、中国、タイ、ベトナム等が、さらに他の国々に輸出している状

況。 

・ この高度経済成長モデルは、エネルギー、物質多消費型であり、現在、環境、水、土地、

資源の制約から、限界が見え始めている。 

・ 外務省の「ODA の在り方に関する検討」では、急ぎすぎた経済成長の影で生じている副

産物（例：貧富の格差、農村経済の破壊、公害の発生）については無批判である。 

・ 大型インフラの建設ラッシュによる環境・社会面での負の影響も生じている。また、富裕

層は潤うが、貧困層の貧困化を招いている傾向もある。 

 

【提言】 

・ 予算配分を大規模経済インフラから、保健医療、教育、格差解消などの人間の安全保障

分野にシフトさせる。 

・ ある程度以上の経済発展を達成した国、少なくとも中進国に対しては、経済インフラ支援

は行わない。 

 

２． 効果的な案件に集中するための体制～除外リストの設定を 

【認識】 

・ ODA予算には上限がある。ODA資金を効果的な案件に集中させていく必要がある。 

・ 問題案件は、想定された援助効果を生まないばかりか、日本にとっても相手国の住民に

とっても、財政的・社会的なコストを生み出す1。 

・ 質の高い ODA 案件を実施するためには、１事業あたり、案件形成段階や監理にある程

度のコストをかけるべきである。投入可能な人件費に上限がある中、必然的に、案件を絞

り込んでいく必要がある。 

 

【提言】 

リスクが高く、または無駄となりがちな ODA 案件を、事前に除外することを提言する。ODA お

よび日本の公的融資案件を含む15案件のレビューに基づき、除外カテゴリーを下記のように

設定した。 

 

【事業実施国・機関に由来する除外リスト】 

・ 軍事費が極端に多い国における事業 

                                                   
1 甚だしい例としては、訴訟や工事中断などに至ったケースもある。例えば、インドネシアのコトパンジ
ャン水力発電事業では、8,000 人を超える住民が、日本政府、JBIC、JICA、東電設計に対して、ダムの
撤去-原状回復と損害賠償を求めて東京地裁に提訴している。また、タイのサムットプラカン汚水処理
事業は、重大な環境影響や汚職が大きな社会問題に発展し、工事が中断。その後 JBIC 融資分全額
が日本政府に返還された。 
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・ 軍の関与がなければ事業の実施が困難な事業 

・ 過去、同じ実施主体が行った案件で環境社会配慮問題が解決していない場合 

 

【事業の性格に由来する除外リスト】 

・ 熱帯モンスーン地域における大貯水池事業 

・ 分水嶺をまたいだ水の移動（＝他水系への放流）を伴う大規模な水力発電事業 

・ 同一の河川を利用して複数のダムを建設する計画で、先行するダムの効果が確認でき

ない場合 

・ 代替地の確保が難しい地域における大規模住民移転事業 

・ 保護地域指定を撤回して実施する事業 

・ 環境影響が国境を超える可能性のある河川でのダム開発事業 

 

→除外カテゴリーに関する根拠については、別紙１参照。 

 

３． 審査・事前評価及び事後評価体制～独立評価局の設置を 

【認識】 

・ 現在の審査／事前評価、事後評価は批判的観点からの省察が不十分で、問題点が看

過されがちである2。 

・ 既存事業の事後評価が実質的には新規案件の審査にフィードバックされていない。 

・ 開発ニーズが過大に評価され、不必要な事業が実施されることもある。 

・ 外部評価が十分機能していない。 

・ 国際開発機関の独立業務評価局のように、透明性を持って JICA 業務を批判的に省察し

業務改善に結びつける、業務部から独立した部局を設置することが必要である。 

・ 事業仕分けにおいて廃止が提言されたJICA研究所の年間約10億円の予算は、こうした

活動に振り向けることで、将来の無駄の防止と事業の改善に直接つながる。 

 

【提言】 

・ 独立評価局を設置する。独立評価局は、監事による監査3を補佐する。また、自らが行っ

た評価結果を公開する。 

・ JICA 研究所は廃止し、独立評価局設置の財源とする。 

 

→他機関における独立評価体制の事例については、別紙２参照。 

 

・ 一定金額以上の大規模な経済インフラ案件については、案件採択前に開発ニーズも含

めた外部審査を実施し、その結果を公開する。 

・ 外部評価に関与する委員の人選において、利益相反（conflict of interest）の観点から一

定の独立性要件を設ける。 

・ 外部評価委員会への一般参加及び一般参加者の発言を認める。 

                                                   
2 妥当性に関する評価が十分に行われていなかったり、負の影響が生じているのに、それが見過ごさ
れていたりするケースが少なからず見られる。例えば、ラオスのナムルック水力発電所建設事業の事
後評価では、「補償に対する満足度も高い」「生活環境が大きく改善されている」「住民に対する負の影
響はほとんどない」と記載されているが、住民は「乾季の間は水が足りなくなる」「送電線はひかれてい
るものの接続料金が高いので電線につないでいる家はほとんどない」「川の水位が下がったので畑を
灌漑するのが難しくなった」「魚の収穫量が減少した」等の懸念を示していることが報告されている。 

3 独立行政法人通則法第１９条第４項、第５項。 
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・ 評価の教訓を適切に反映するフィードバック体制を構築する。事前評価の「過去の類似

案件の評価結果と本事業への教訓」において、具体的な案件名を記載し、関連する事後

評価を参照できるようにする。 

 

４． 無償資金協力の趣旨の明確化を 

【認識】 

・ 無償資金協力の全体額についての制約がある中、保健医療、教育、格差解消など、人間

の安全保障にかかわるソフト面での協力事業が優先されるべきである。 

・ 高い経済的効果が見込める経済インフラ案件は有償資金協力でも協力が可能である4。 

・ 水産無償資金協力は、食糧援助などと異なり通常のプロジェクト無償と同じで、かつハコ

モノが中心である。厳しい財政状況の中、無償援助は細かい仕切りを作らずに柔軟かつ

効果的に使うべきである。 

 

【提言】 

・ 大規模な経済インフラ案件に無償資金協力を供与すべきではない。 

・ 水産無償資金協力は廃止すべきである。 

以 上 

 

別紙１ 除外リストの根拠と事例 

別紙２ 他援助機関の評価体制 

 

                                                   
4 一方で、経済的効果のある（とされるが実際はない）経済インフラを、貧困国に借款で行い、債務が

返せなくなることは回避しなくてはならない。経済インフラについては、本ペーパー「１．」に提言したよう

な議論が必要である。 


